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11世紀後半から12
世紀初頭にかけて、
教皇と諸王、とりわけ
神聖ローマ皇帝が、
司教などの聖職者を
選ぶ権限 (叙任権)を
めぐつて闘争をくり広
げた。
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□―マ帝国の分裂後、キリスト教も東西に分裂。
ノ

西欧世界は□―マ=カトリック教会が支配した。

ローマ=カ トリックの分布
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中
世
の
西
欧
で
は
、
聖
職
者
の
叙
任
権
な
ど
を

め
ぐ
っ
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
中
心
と
す
る

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
を

は
じ
め
と
す
る
世
俗
権
力
が
対
立
し
た
。
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中
世
の
西
欧
世
界
で
は
、
日
―
マ
教
皇
と
世
俗

権
力
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。

２
７
ン
ク
王
国
の
ビ
ピ
ン
３
世
が
教
皇
領
↑
７‐

参
照
）
を
寄
進
し
て
以
来
、
一
般
の
教
会
や
修
道

院
も
、
諸
侯
か
ら
土
地
や
財
産
の
寄
進
を
受
け

る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
精
神
世
界
の
権
威
で
あ

る
は
ず
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
広
大
な
荘
園
を

有
す
る
封
建
領
主
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
峻

聖
職
者
の
結
婚
や
聖
職
売
買
な
ど
の
腐
敗
が
横

行
し
た
た
め
、

１１
世
紀
に
な
る
と
ク
リ
ュ

一―
修

道
院
を
中
心
に
改
革
運
動
が
起
ワち
た
。

な
か
で
も
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
フ
世
は
、
厳

格
な
規
律
を
重
ん
じ
る
大
改
革
を
行
い
、
国
内

聖
職
者
の
任
命
権
を
も
つ
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
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任
権
闘
争
）し
、

皇
帝
を
破
門
し
た
。
諸
侯
の
力
が
強
い
神
聖
口

！
マ
帝
国
に
あ
っ
て
、
破
門
は
皇
帝
の
地
位
を
危

う
く
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
４
世

は
１
０
７
７
年
、
北
イ
タ
リ
ア
の
カ
ノ
ッ
サ
に
滞

在
中
の
教
皇
の
も
と
を
訪
れ
、
許
し
を
請
う
た
。

こ
れ
は
カ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱
と
よ
ば
れ
、
教
皇
権

の
成
勢
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
教
皇
と
皇
帝
の
対
立
は
続
い
た
が
、

１
１
２
２
年
の
ヴ
ォ
ル
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ス
協
約
で
両
権
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の

妥
協
が
成
立
。
教
皇
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３
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の
時
代
に
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点
を
迎
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。
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世
紀
に
入
る
と
、
次
第
に
王
権
が

強
さ
を
増
し
、
教
会
領
地
へ
の
課
税
を
め
ぐ
っ
て
、

教
皇
ボ
ニ
フ
Ｚ
τ
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ス
８
世
が
捕
え
ら
れ
た
ア

ナ
ー
ニ
事
件
や
、
教
皇
庁
が
ア
ヴ
ゴ

百
ン
に
移

さ
れ
る
「教
皇
の
パ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
が
起
き
る
な

ど
、
教
皇
権
に
動
揺
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
事

態
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
の
権
威
低
下
を
招

き
、
宗
教
改
革
の
先
駆
と
も
り
つ
べ
き
ウ
ィ
ク
リ

フ
や
フ
ス
に
よ
る
教
会
批
判
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

962～ 1806年。神聖□―

マ皇帝は、中世ヨーロッパの

世俗権力の代表格だつた。
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のではなく直接神の恩寵によつて決定されると主張し、13世紀から神聖□―マ帝国と名乗るようになつた。
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ヴォルムス協約

聖職叙任権に関して、神聖□―マ皇帝と教
皇の間で成立した妥協。11世紀後半以来
の聖職叙任権闘争をひとます終息させた。
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アナーニ事件
教皇ボニファティウス8世は、アナーニでフラン

ス王フィリップ4世の命を受けた軍勢に捕らえら
れたが、アナーニの住民によつて救出された。

教皇のパビロン捕囚

教皇クレメンス5世がフ

ランス王フィリップ4世の

要請を受けて教皇庁をア

ヴィニョンに移設。教皇権
が王権に属したことをユ

ダヤ人のパビロン捕囚に

なぞらえた。

カノッサの屈辱

皇帝ハインリヒ4世は雪の中、カノッ

サ城の門前に裸足で3日 間立ちつく

して、教皇に許しを請うた。
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